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KHKからの
     お知らせ

　タンク開放時に浮き屋根の詳細点検を実施することで、その後のタンク使用中に浮き屋根上への危険物の軽微な漏洩

があった際に、危険物をタンクから抜き取ることなく適切な仮補修を行うことでタンクの継続使用が可能となるケース

があります。

　当協会では、仮補修によるタンクの継続使用の条件の１つである「タンク所有者が実施した浮き屋根の点検」が適切に

なされていることを第三者機関として評価する技術援助を令和2年から開始しています。

　今回、技術援助の概要を説明したパンフレットを更新しましたので、お知らせいたします。
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